
「いざ」という時に住宅用火災

警報器がきちんと働くよう日頃
から点検・お手入れをしましょう。



平成１８年６月の消防法改正により、新築住宅に住宅用火災警報器の設置
が義務化されてから１０年が経過します。また、平成２３年６月には設置猶予期
間が満了し、既存住宅を含む全ての住宅に設置が必要になりました。

古くなった住宅用火災警報器は、 電子部品の劣化や電池切れなどで、正常
に火災を感知しなくなることがあります。

設置後10年を目安に交換しましょう！

住宅用火災警報器を設置したときに記入した「設置年月」、または本体に記
載されている「製造年」を確認してください。もし分からない場合や何も記載さ
れていない場合は、こまめに点検を行い、故障などの場合は１０年経ってい
なくても交換しましょう。

設置した時期を調べるには？

新しい住宅用火災警報器に交換したら！

次の交換時期が分かるように
本体の側面などに油性ペンで
「設置年月」を記入しましょう。

交換後は作動するか点検しま
しょう。

2017年10月

住宅用火災警報器を設置したあとは、
定期的に点検を実施し、古くなった感
知器は交換しましょう！

住宅用火災警報器は、あなたや家族
の「命」を守ります！


